
大 阪 広 域 水 道 企 業 団 放 置 自 動 車 の 適 正 な 処 理 に 関 す る 規 程  

の あ ら ま し  

 

１  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 の 所 有 地 等 の 良 好 な 保 全 と 適 切 な 維 持 管 理 を 図

る た め に 、 そ こ に 放 置 さ れ て い る 自 動 車 の 処 理 方 法 等 を 定 め ま す 。  

 

２  こ の 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し ま す 。  


